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キッズプラザ、写真スタジオが
若い世代を誘引
空き店舗への新規出店で
商店街に賑わい

子育て世代の女性集まる場に
　2013年10月、洲本市本町のコモー
ド56商店街に「コモード･キッズプラザ」
がオープンしました。子ども連れで来店
できるように、オムツ替えベッドや授乳
スペース、子どもが遊べるスペースなど
が用意されています。
　「商店街に来られるお客さまは、近
隣に住む固定客で年配の方が多い
のが実情です。若い世代の方にいか
に足を運んでもらうかが大きなテーマ
です」と、本町五六商店街協同組合
理事の山本真人さん。そこで、店舗改
装費用の補助が受けられる、ひょうご
産業活性化センターの商店街新規出
店･開業等支援事業を利用し、空き店
舗を「コモード･キッズプラザ」にしまし
た。その後、同組合が子育て世代の女
性に店舗運営の協力を呼び掛け、女
性14人から成る「マルシェ・リブレ」が
誕生。同事業を通じて3年間の家賃補
助を利用しています。
　当初、店では子ども用の古着を主
に並べていましたが、現在ではメンバ
ーの手作り小物雑貨が多くを占めるよ
うになっています。「同世代の女性が多
く店に訪ねてきてくれます。自分が作っ
た物が売れていくので、メンバーにとっ
てもやりがいにつながっています」と、

マルシェ・リブレ代表の阿部千絵さん
は話します。

商店街の出店効果を実感
　「コモード・キッズプラザ」のオープン
と同時期に移転してきた店があります。
40年以上、商店街に近い場所で路
面店として営業を続けてきた写真スタ
ジオの株式会社富士スタヂオです。
　「以前のスタジオは築40年を超えて
老朽化が進んでいたので、新たな移
転場所として、この商店街を選びまし
た」と3代目の石上栄毅さん。移転に
当たっては同事業の改装費用補助を
活用し、若い世代の人に来てもらえる
ようにガラス張りの明るい内装に仕上
げました。以前のスタジオは駐車場が
隣接しており、遠方からも来やすい場
所でしたが、「商店街
は歩いている人に店を
知っていただける」と店
頭にさまざまなパンフレ
ットを置いて、集客につ
なげています。
　また、「補助していた
だいた分を集客のため
の長期的な投資に回し
ています」と石上さん。
毎週木曜日にはスタジ

オを開放しマタニティーヨガやネイルア
ートなどの教室、イベントなども開催し
ており、地域住民のコミュニティスペー
スにもなっています。「来られた方がい
つかスタジオで記念写真や証明写真
などの撮影をしてくれれば」と利用促
進を狙っています。

目指す商店街のイメージを持つ
　同商店街は、淡路島で最大の規模
を誇りますが、すぐ隣には大型複合商
業施設があります。同組合理事の山
本さんは「商業施設に来たお客さん
も商店街に呼び込み、観光客にも来
てもらえる仕掛けづくりが大切」と話し
ます。その取り組みの第一歩が、有志
の店舗を、瓦や漆
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家づくりの外観に統一したこと。

新たな移転場所として商店街へ出店した株式会社富士スタヂオ
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「自分たちが目指す商店街のイメージ
をしっかり持ち、そのために何をしたら
よいか常にアイデアを持っておくことが
大事です」と助成制度活用のポイント

を説きます。
　七五三や成人式のシーズンになる
と、着飾った家族連れや、晴れ着姿の
女性たちで商店街が賑わうようになっ

たそうです。山本さんは「商店街全体
の活気にもつながっています」と出店
が商店街にもたらす効果について手
応えを感じています。

所在地　洲本市本町5-2-20
代表理事　庄田量次
TEL 0799-22-8253

URL http://www.awaji56.or.jp/
概要

本町五六商店街協同組合

商店街新規出店･
開業等支援事業

今月の支援メニュー

商店街・小売市場の空き店舗を活用する
取り組みを支援します。

支援メニュー講座 商店街新規出店・開業等支援事業

問い合わせは ひょうご産業活性化センター商業支援課 078-291-8171

　「商店街新規出店・開業等支援事業」では、商店街や小売市場の空き店舗を活用した新たな業種・業態の
出店や住民のコミュニティスペース設置により、商店街の魅力向上や賑わい創出を図る取り組みを支援します。

内容
　①新規出店支援事業・商店継承支援事業
　�　商店街や小売市場の空き店舗に新たに出店される方を対象に、家賃や改装費の一部を助成　
　　対象経費：店舗賃借料、改装費（備品、設備費は除く）
　　助成期間：2年間　　助成率：3分の1以内　
　　助成限度額：1年目／150万円　2年目／50万円
　②地域交流促進等施設設置・運営事業
　�　空き店舗を利用した住民のコミュニティスペースの設置などを行う、商店街組合等を対象に家賃
や改装費の一部を助成
　　対象経費：店舗賃借料、改装費（備品、設備費は除く）
　　助成期間：3年間　　助成率：2分の1以内
　　助成限度額：1年目／300万円　2年目／100万円　3年目／50万円

制度概要


